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で
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申
告
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住
民
税
及
び
国
民
健
康
保
険
税
の
申
告
期
間
で
す
�

申
告
は
�
必
ず
期
間
内
に
済
ま
せ
ま
し
�
う
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所
得
税
は
、
毎
年
１
月
１
日
か
ら
12

月
31
日
ま
で
の
一
年
間
に
生
じ
た
所
得

に
つ
い
て
、
課
税
さ
れ
る
税
額
を
納
税

者
自
ら
が
計
算
し
、
申
告
期
間
内
に
申

告
し
、
納
税
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま

す
。
こ
の
申
告
を
確
定
申
告
と
い
い
ま

す
。
申
告
期
間
後
に
申
告
し
、
税
が
課

税
さ
れ
た
場
合
に
は
延
滞
税
等
が
か
か

り
ま
す
の
で
、
申
告
・
納
税
は
必
ず
期

間
内
に
済
ま
せ
ま
し
ょ
う
。

○
給
与
所
得
者
（
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
等
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・
年
間
の
給
与
収
入
が
2,
0
0
0
万

　

円
を
超
え
る
方

・
給
与
所
得
、
退
職
所
得
以
外
の
所
得

　

の
合
計
が
20
万
円
を
超
え
る
方

・
２
か
所
以
上
か
ら
給
料
を
も
ら
っ
て

　

い
る
方

・
中
途
退
職
等
で
年
末
調
整
を
行
っ
て

　

い
な
い
方

○
給
与
所
得
者
以
外
の
方

　

農
業
・
漁
業
・
自
営
業
、
地
代
・
家

賃
、
配
当
収
入
、
不
動
産
の
売
却
等
の

所
得
が
あ
り
、
各
種
所
得
額
の
合
計
が
、

基
礎
控
除
や
扶
養
控
除
等
の
所
得
控
除

の
合
計
額
を
超
え
る
方

確
定
申
告
と
は

　

築
上
町
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て

い
る
方
及
び
そ
の
世
帯
主
の
方
、
18
歳

以
上
の
被
扶
養
者
、
保
育
所
に
入
所
も

し
く
は
入
所
希
望
の
お
子
さ
ん
を
扶
養

し
て
い
る
方
、
町
営
住
宅
に
入
居
し
て

い
る
方
、
県
等
の
進
学
奨
励
金
を
申
請

す
る
お
子
さ
ん
を
扶
養
し
て
い
る
方
等
、

各
種
証
明
書
が
必
要
に
な
る
方
は
必
ず

申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

住
民
税
・
国
民
健
康

保
険
税
の
申
告
が

必
要
な
方

・
税
務
署
か
ら
申
告
書
の
送
付
が
あ
っ
た
方
は
、
そ
の
申
告
書

・
印
鑑

・
給
与
所
得
・
公
的
年
金
の
源
泉
徴
収
票
や
、
帳
簿
・
預
金
通
帳
・

　

領
収
書
等
、
収
入
や
経
費
の
確
認
で
き
る
書
類

・
生
命
・
損
害
・
地
震
保
険
料
の
支
払
額
証
明
、
医
療
費
の
領
収
書

　

等
の
所
得
控
除
用
の
書
類

・
税
務
署
で
申
告
を
行
う
方
は
、
社
会
保
険
料
控
除
用
の
国
民
健
康

　

保
険
税
納
付
証
明
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
納
付
証
明
、
介

　

護
保
険
料
納
付
証
明
（
そ
れ
ぞ
れ
税
務
課
、
住
民
課
、　

福
祉
課

　

で
無
料
で
交
付
し
て
い
ま
す
。）

・
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を
受
け
る
方
は
、
住
民
票
の
写
し
・
登

　

記
簿
謄
（
抄
）
本
・
借
入
金
の
年
末
残
高
等
証
明
書
・
売
買
契

　

約
書
な
ど
取
得
価
格
、
取
得
年
月
の
確
認
で
き
る
書
類

・
税
の
還
付
が
あ
る
方
は
、
本
人
名
義
の
預
金
通
帳
な
ど
の
口
座
番

　

号
・
農
業
所
得
の
あ
る
方
は
、
収
入
金
額
及
び
必
要
経
費
の
確
認
で
き

　

る
書
類
・
領
収
書
、
25
年
中
に
農
機
具
を
購
入
し
た
方
は
購
入

　

証
明
書

※
事
業
所
得
（
農
業
所
得
等
）
が
あ
る
方
は
、必
ず
収
支
計
算
を
行
っ

　

て
ご
来
場
く
だ
さ
い
。
計
算
を
し
て
い
な
い
方
は
、
各
自
で
計

　

算
し
た
後
で
申
告
を
お
受
け
し
ま
す
。

※
医
療
費
控
除
の
申
告
を
行
う
方
も
医
療
費
の
合
計
金
額
を
各
自

　

で
計
算
し
た
後
で
、
申
告
を
お
受
け
し
ま
す
。

　

会
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で
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申
告
時
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縮
の
た
め
、
皆
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ご
協
力
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願
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ま
す
。
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ん
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　所得に関する証明などの発

　行ができない場合がありま

　す。またその場合、国民健

　康保険税の軽減対象世帯で

　あっても軽減措置が受けら
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平成25年分  所得税確定申告・住民税申告  日程表
●椎田地区 ●築城地区

月 日 受付時間 対象地区 会　　場曜
日

２　
　
月

３　
　
月

17

18

19

20

21

24

25

26

27

28

3

4

5

6

7

10

11

12

13

14

17

月

火

水

木

金

月

火

水

木

金

月

火

水

木

金

月

火

水

木

金

月

9：00
～

16：00
有安・上ノ河内
山添

有安農業集落
センター

石堂公民館

小原公民館

下岩丸公民館

宇留津公民館

西八田公民館

東八田公民館

役場本庁職員
研修室
役場本庁職員
研修室

役場本庁職員
研修室

役場本庁職員
研修室

役場本庁職員
研修室

役場本庁職員
研修室

役場本庁職員
研修室

役場本庁職員
研修室

葛城小学校
【夢広場】

上日奈古公民館

福間・上り松
石堂・鬼塚

極楽寺・上日奈古
下日奈古

真如寺・小原

上岩丸・下岩丸

奈古・水原

宇留津

西八田・今津

東八田

坂本・越路

湊南・湊北

東高塚

西高塚・峯原

椎田東・新開

椎田中・椎田西

椎田南・正毛田
臼田

指定日に来られ
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～
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16：00
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16：00
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16：00
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～

16：00
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～

16：00
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～

16：00
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～

16：00
9：00
～

16：00
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～

16：00
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月 日 受付時間 対象地区 会　　場曜
日
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3
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木
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月

火

水

木

金

月

火

水

木

金

月

火

水

木

金

月

9：30
～

16：00
寒田 老人憩いの家

やまさと

下城井公民館

下城井公民館

下城井公民館

上城井公民館

旧小山田
小学校校舎内

役場築城支所
２階

役場築城支所
２階

役場築城支所
２階

役場築城支所
２階

役場築城支所
２階

役場築城支所
２階

上・下深野
上・下香楽、峠

安武

袈裟丸・赤幡

小山田・広末

櫟原・上本庄
下本庄・伝法寺
松丸

弓の師・船迫
南別府

下別府

上別府

東築城・下築城

上築城
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～
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9：00
～

16：00
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平成２６年１月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます
⇒個人で農業や営業や不動産貸付等を行う全ての方に記帳と帳簿書類の保存が必要となります。

　※所得税の申告の必要がない方も対象となります。

　記帳する内容　売上げなどの収入、仕入れや経費について、取引年月日や金額等を帳簿に記載します。

　帳簿書類の保存　帳簿のほか、請求書・領収書などの書類を整理して保存する必要があります。

　※詳細は国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp）をご利用いただくか、最寄りの税務署までお問い合

　　わせください。

復興特別所得税の申告が始まります
　平成２５年から４９年までの２５年間、復興特別所

得税が上乗せ課税されることになりました。復興特別

所得税は右記のように計算します。

復興特別所得税

＝　その年の所得税額（基準所得税額）×2.1％


